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（本文中に※がついた言葉は、こちらをご参照ください。） 
＊用語下に記載しているページ番号は、その用語が本編に出てくる最初のページを示している。 

ISO14001 
（アイ・エス・オー） 

P.８ 

国際標準化機構（ＩＳＯ）で制定した、環境マネジメントに関する一連の国
際規格であるISO14000シリーズの中で、中核をなす規格がISO14001である。
ISO14001には、企業活動、製品およびサービスの環境負荷の低減といった環境
パフォーマンスの改善を実施する仕組みが継続的に改善されるシステム（環境
管理システム）を構築するための要求事項が規定されている。ISO14001に基づ
き環境配慮へ自主的・積極的に取り組んでいることを示すことが可能となる。 

アイドリングストップ 
P. 32 

信号待ち、荷物の上げ下ろし、短時間の買い物などの駐停車の時に、自動車
のエンジンを停止させること。そうした行動を推奨する運動をさす概念として
も用いられる。エネルギー使用の低減、大気汚染物質や温室効果ガスの排出抑
制に効果がある。 

悪 臭 
P. ７ 

悪臭とは、「人が感じる不快なにおい」をいう。「環境基本法」により、大気
汚染や水質汚濁などと並んで典型七公害のひとつになっている。 
一般的には、嗅覚を通じて、気分を悪くさせたり、頭痛・食欲減退などを起

こさせたりする原因となり、悪臭防止法で規制されている。 

アスベスト 
P. 33 

石綿ともいわれ、天然に存在する繊維状の鉱物である。軟らかく、耐熱・対
磨耗性にすぐれており、セメントと混合するなどして建材など広範な分野で使われ
た。しかし、アスベストを吸い込むと肺がんや中皮腫などの健康被害を引き起こ
す恐れがあることから、現在は使用が規制されている。また、建物の解体時の
処置が十分でないと、大気中に飛散する恐れがある。 

一酸化炭素 
（ＣＯ） 
P. 32 

燃料等の不完全燃焼により生じ、自動車が主な発生源とされている。ＣＯは
血液中のヘモグロビンと結合して酸素運搬機能を阻害する等の健康への影響の
ほか、温室効果のあるメタンの寿命を長くする。 

市川市環境放射線モ
ニタリングポスト 

P. 39 

市川市大野町に設置されている放射線測定機器のこと。震災後は市原市のほ
かに、旭市、茂原市、香取市、館山市、印西市、柏市、市川市の７市にモニタ
リングポストが新設されたため、現在は県内の設置場所が８か所となっている。 

浦安市一般廃棄物 
処理基本計画 
P. 19 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第６条第１項の規定により、長期的・総
合的視点にたって一般廃棄物の処理を計画的に推進するための基本的事項につ
いて定めた計画。平成32年度を計画目標年度とし、平成25年３月策定。 

浦安市環境基本 
条例 
P. ２ 

環境への負荷が少ない持続可能な社会を形成するため、本市が平成15年10月に制
定した条例。環境の保全（良好な自然環境が回復する条件の創出および良好な生活
環境の創出を含む。）について、基本理念を定め、市、事業者、市民および滞在者
等の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定
めている。平成16年４月１日施行。 
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浦安市環境保全 
条例 
P. 19 

現在および将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するために、これまで
の産業型公害に対応した浦安市公害防止条例を全面改正し、浦安市環境基本条例の
本旨にのっとり、環境の保全等に関し市の施策や公害の防止のための規制を盛り込
んだ。平成21年７月１日施行。 

浦安市地球温暖化 
対策実行計画 
P. 19 

地球温暖化対策の推進に関する法律第20条の３に基づき、本市の事務および事業
に関し、温室効果ガス排出の抑制等の措置により、地球温暖化対策の推進を図るこ
とを目的とした計画。平成28年度を計画目標年度とし、平成23年度に第３次浦安市
公共施設における地球温暖化対策実行計画を策定した。 

浦安市復興計画 
P.19 

東日本大震災からの復旧・復興に取り組むための方針として、平成24年３月に策
定した計画。震災からの復旧、復興に向けた取り組みを緊急かつ優先的に進めてい
く必要があることから、第２期基本計画を補完する計画として位置づけている、 

エコセメント 
P. 19 

最終処分場への埋め立て量を減らすため、廃棄物処理の残渣の再資源化の１つと
してブロックやセメントなどに再資源化を図るもの。 

エコドライブ 
P. 32 

急発進や急加速、空ぶかし等を避けるなど燃料の無駄の少ない運転を心がけるこ
とや、燃費のよい自動車の選択、相乗りの習慣など、省エネルギーと排出ガス減少
に役立つ運転のこと。 

温室効果ガス 
P. ８ 

大気を構成する気体であって、赤外線を吸収し再放出する気体。京都議定書では、
二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン、パーフルオロカ
ーボン、六ふっ化硫黄の６物質が温室効果ガスとして削減対象となっている。第二
約束期間における対象ガスとして三フッ化窒素を追加することが、平成23年に開催
された気候変動枠組条約第17回締約国会議（COP17）において決定された。 

海域Ｂ類型 
・ 

海域Ⅳ類型 
P. 43 

水質環境基準には、人の健康の保護に関する基準（健康項目）及び生活環境の保
全に関する基準（生活環境項目）の２つがある。健康項目は全国一律の基準である
が、生活環境項目については、河川、湖沼、海域の各公共用水域について、水道、
水産、工業用水、農業用水、水浴などの利用目的に応じて設けられたいくつかの水
域類型ごとに基準値を決定する仕組みを取り、海域Ｂ類型及び海域Ⅳ類型はそのひ
とつである。 
類型別にｐＨ、ＣＯＤ、ＤＯ、ノルマルヘキサン抽出物質、大腸菌群数、全窒素、
全りん等について類型ごとの基準値が設定され、これに基づき都道府県が水域の状
況に応じて、類型指定を行う。 

化学的酸素要求量
（ＣＯＤ） 
P. 42 

化学的に酸化し、安定させるのに必要な酸素の量。値が大きいほど水質汚濁は著
しい。 

河川Ｂ類型 
P. 43 

水質環境基準には、人の健康の保護に関する基準（健康項目）及び生活環境の保
全に関する基準（生活環境項目）の２つがある。健康項目は全国一律の基準である
が、生活環境項目については、河川、湖沼、海域の各公共用水域について、水道、
水産、工業用水、農業用水、水浴などの利用目的に応じて設けられたいくつかの水
域類型ごとに基準値を決定する仕組みを取り、河川Ｂ類型はそのひとつである。 
類型別にｐＨ、ＢＯＤ、ＳＳ、ＤＯ、大腸菌群数について類型ごとの基準値が設
定され、これに基づき都道府県が水域の状況に応じて、類型指定を行う。 
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環境基準 
P. 32 

環境基本法に基づいて、大気汚染、水質汚濁、騒音などから人の健康を守り、生
活環境を保全するために設けられた環境上の基準。 

環境配慮指針 
P. ８ 

環境基本計画に基づいて、市民、事業者等が日常生活や事業活動において、環境
に対して配慮すべき事項を示した指針。 

環境への負荷 
P. ５ 

人の活動により、環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因と
なるおそれのあるもの。 

環境マネジメント 
システム 
P. ８ 

事業者等が環境に関する方針を自ら設定し、達成に向けて取り組んでいくための
体制、手続きで、国際標準化機構（ＩＳＯ）が発行したISO14001に基づくものやＥ
ＵのＥＭＡＳ（Eco-management-and Atuditing Scheme）に基づくものが代表的な
事例である。 

規制基準 
P. 52 

事業者がばい煙、汚水、騒音、悪臭などを発生する場合において、遵守しなけれ
ばならない基準をいう。  

揮発性有機化合物 
（ＶＯＣ） 
P. 35 

常温で揮発しやすい化合物の総称。ホルムアルデヒド、トルエン、ベンゼン等の
さまざまな物質がある。油脂類の溶解能力が高く、分解しにくく燃えにくい性質を
持ち、主に塗料・インク・溶剤等に含まれている。吸入による頭痛やめまい、腎傷
害などの有害性や発ガン性などの可能性が指摘されている。 

共 生 
P. 68 

異なる種類の生物が、互いに行動や生理（生物に本来備わっている、生きていく
ための仕組み）活動において互いに緊密な関係を保ちながら生活している現象をい
う。近年、共生という言葉は、こうした生物学的な意味だけでなく、「人間と自然
との共生」といった環境保全上の文脈で使われることが多くなっている。平成５年
に策定された国の環境基本計画では「共生」「循環」などをキーワードとしており、
平成12年に策定された新・環境基本計画においても引き継がれている。ここでは、
自然の保護または整備を通じて社会経済活動と自然環境を調和させることと定義
されている。 

協 働 
P. ２ 

市民と行政が、お互いに共通の目的を達成するために、双方の特性を活かし、
役割と責任を自覚して対等な立場で協力しあい、相互に補完し合うことをいう。 
行政と協働する市民とは、ＮＰＯやボランティア活動団体などの市民活動団体、

自治会などの地域活動団体、営利を目的としない公益的な活動を行う企業や大学
など、市民の生活の向上・改善に結びつくための活動を行う「まちづくり活動団
体」のことをいう。（「浦安市協働のガイドライン」より） 

近隣騒音 
P. 52 

飲食店等の営業騒音、商業宣伝の拡声機騒音、家庭のピアノなどの生活騒音をい
う。 

景 観 
P. ４ 

人間（主体）が見る客体である事物。一般的には「風景」と同じように使われて
いるが、「風景」は客体を見る人の心や感情、また知識等を介して主観的に捉えら
れるものであり、「景観」は客体を客観的・科学的に捉えたものとして使われる。
客体の主たる構成要素により、自然景観、人文景観、歴史的景観などさまざまに分
類される。また、視点場（景観を見る地点）と視対象（景観として把握される客体）
との関係からも眺望景観、囲繞景観、シークエンス景観などさまざまに分類される。 

建設工事に係る資材の
再資源化等に関する法
律（建設リサイクル法）

P. 81 

一定規模以上の建設工事について、その受注者に対し、コンクリートや木材等の
特定建設資材を分別解体等により現場で分別し、再資源化等を行うことを義務付け
るとともに、制度の適正かつ円滑な実施を確保するための法律。 
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建築物用地下水の採
取の規制に関する法
律(ビル用水法) 

P. 56 

特定の地域における、井戸による建築物用地下水の採取についての規制を定め、
地盤沈下の防止を図ることを目的とした法律。 

光化学オキシダント
（Ｏｘ） 
P. 32 

大気中の窒素酸化物、炭化水素、揮発性有機化合物（ＶＯＣ）が太陽の紫外線を
受けて、光化学反応で生成される酸化性物質の総称。 
粘膜への刺激や呼吸への影響といった健康影響のほか、農作物などの植物へ影響を
与える。 

光化学スモッグ 
P. 33 

工場、自動車などから排出される窒素酸化物や炭化水素が一定レベル以上の汚染
の下で紫外線による光化学反応で生じた光化学オキシダントや視程の低下を招く
粒子状物質【エアロゾル（固体または液体の微粒子が、気体中に比較的安定して浮
遊し存在している状態）】を生成する現象、あるいはこれらの物質からできたスモ
ッグ状態のことをいう。 

公 害 
P. ４ 

「環境基本法」では、「環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動
に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁（水質以外の水の状態又
は水底の底質が悪化することを含む。）、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下（鉱
物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。）及び悪臭によって、人の健康又
は生活環境（人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある
動植物及びその生育環境を含む。）に係る被害が生ずることをいう」と限定的に定
義している。 

公共用水域の水質の 
保全に関する法律 

P. 18 

昭和33年の本州製紙江戸川工場による悪水放流事件を契機として、「水質汚濁防
止法」の原点となった水質二法のうちのひとつ。公共用水域の水質の保全を図ると
ともに、水質の汚濁に関する紛争の解決に資するために、これに必要な基本的事項
を定め、産業の相互協和と公衆衛生の向上に寄与することを目的とした法律。昭和
45年に水質二法に代わって、従来の排水規制体制を抜本的に改正した「水質汚濁防
止法」が制定された。 

工業用水法 
P. 56 

特定の地域における、井戸による工業用地下水の採取についての規制を定め、工
業の健全な発達と地盤沈下防止を図ることを目的とした法律。 

工場排水等の規制 
に関する法律 
P. 18 

昭和33年の本州製紙江戸川工場による悪水放流事件を契機として、「水質汚濁防
止法」の原点となった水質二法のうちのひとつ。工場および事業場から公共用水域
に排出される水の排出を規制すること等により、公共用水域の水質の汚濁の防止を
図り、国民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することを目的とした法律。
昭和45年に水質二法に代わって、従来の排水規制体制を抜本的に改正した「水質汚
濁防止法」が制定された。 

固定発生源 
P. ７ 

大気汚染物質の発生源は、固定発生源と移動発生源に分けられる。固定発生源と
しては、工場のボイラー、金属加熱炉等の生産設備と事業場の冷暖房ボイラー、焼
却炉がある。移動発生源としては、自動車、船舶、航空機がある。 

再資源化率 
P. 74 

市内のごみ総量に占める再資源化されるごみ量の割合。考え方（計算式）は次の
とおり。 
再資源化量＝資源ごみ搬入量＋拠点回収＋資源回収補助事業 
再資源化率＝再資源化量÷総ごみ排出量 
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里親制度 
P. 69 

地域住民や企業などが「里親」となり、道路、公園、河川海岸などの公共空間を
管理、維持していく制度。 

産業型公害 
P. ４ 

公害は、「環境保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる
相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下
および悪臭によって、人の健康または生活環境に係る被害が生ずること」であり、
このうち事業活動に伴う被害を産業型公害という。 
産業型公害は、工場から排出される排煙中の窒素酸化物、硫黄酸化物による大気
汚染や酸性雨、工場排水中の各種化学物質による水質汚濁、ダイオキシン、ＰＣＢ、
農薬など有機塩素化合物による土壌や海水の汚染、また、フロンガスによるオゾン
層破壊など多岐にわたる。 

産業廃棄物 
P. 81 

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃えがら、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカ
リ、廃プラスチックなど20種類の廃棄物をいう。大量に排出され、また、処理に特
別な技術を要するものが多く、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、そ
の適正な処理が図られている。 

酸性雨 
P. 34 

化石燃料などの燃焼で生じる硫黄酸化物や窒素酸化物などが大気中で酸化され
て硫酸や硝酸となり、それらが雨などに取り込まれ生成する。あるいは、エアロゾ
ル（固体または液体の微粒子が、気体中に多数浮かんでいる物質）の形で直接酸が
地上に到達することをいう。 
ひとつの目安として、ｐＨ5.6以下で酸性雨と呼ばれ、湖沼や土壌を酸性化し、
魚類や植物に多大な影響を与える。 

三番瀬 
P. ７ 

三番瀬の海域の範囲は、概ね、西は浦安護岸、北は市川市塩浜地先直立護岸およ
びふなばし三番瀬海浜公園、東は船橋航路東端、南は浦安護岸突端と習志野市茜浜
突端を結ぶ干潮時の水深５ｍ以浅で囲まれる範囲。 

三番瀬再生計画 
P. 63 

三番瀬再生計画検討会議より提出された三番瀬再生計画案をできる限り尊重し
ながら、三番瀬再生に関する施策の方向性を示すため、千葉県が策定した計画。三
番瀬の再生に関する施策の基本的な方針、構ずべき施策や推進方法を定めた基本計
画と、基本計画で定める目標の実現に向けた事業計画からなる。 

三番瀬再生計画 
検討会議 

（通称：円卓会議） 
P. 63 

三番瀬の再生計画を検討するため、学識経験者、地元住民、漁業関係者、環境保
護団体、千葉県民、国、千葉県、地元市等により構成された検討会議。平成16年１
月22日に三番瀬再生計画案を千葉県知事へ提出した。 

三番瀬の保全・再生及
び水辺の活用に関する
浦安市の基本方針 

P. 63 

本市の三番瀬の保全・再生と水辺の活用の方向性を示した基本方針。 

ジクロロメタン 
P. 33 

金属部品などの加工段階で用いた油の除去などに使われるほか、各種の溶剤な
どとして使われている。 

自己宣言 
P. ８ 

ISO14001規格に基づく環境マネジメントシステムを構築した組織が、第三者審
査機関の審査に頼らず、独自の手法で環境マネジメントシステムが確立している
ことを示すもの。 

自然圧密 
P. 56 

堆積年代の新しい沖積層や盛土部分で生じる沈下現象。土粒子自体の重量により
自然圧密が進行する。 
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シックハウス症候群 
P. 51 

住宅建材や家具から放散される化学物質などが原因で頭痛、目の痛みなどの症状
が現れること。接着剤や合板などに含まれるホルムアルデヒド、有機溶剤に含まれ
るトルエン、キシレン、防虫剤に含まれるパラジクロロベンゼン等が原因物質と考
えられている。 

指定ごみ袋 
P. 12 

ごみ減量と再資源化の推進などを目的に市が指定する、ごみを収集するための袋。 
平成17年度からは、家庭系の可燃ごみと不燃ごみを、市が指定した透明または半
透明の袋により収集するとともに、レジ袋の一層の削減を目的とするため、買物袋
持参を促進する「マイバッグ運動」も合わせて推進する。 

指定文化財 
P. 71 

文化財保護法に基づき、有形文化財・無形文化財・民俗文化財・埋蔵文化財・史
跡名勝天然記念物・伝統的建造物群・文化財の保存技術の中で、特に重要なものに
ついて、国や県および市町村が指定・選定を行って保護の対象としているもの。 

地盤沈下 
P. ７ 

地下水などの過剰な汲み上げなど、人為的な要因により、地表面が広い範囲にわ
たって徐々に沈んでいく現象で、典型七公害のひとつ。その進行が発見しにくく、
長期間に渡り建物や道路などに被害を与え、生活環境に大きな影響を及ぼす。また、
人為的な要因のほか、地震（圧密沈下）による大規模な地盤沈下もある。 

循環型社会 
P. ６ 

天然資源の消費量を減らして、環境負荷をできるだけ少なくした社会。従来の大
量生産・大量消費・大量廃棄型社会に代わり、今後目指すべき社会像として、平成
12年に制定された「循環型社会形成推進基本法」で定義された。同法は、循環型社
会を構築する方法として、(１)ごみを出さない、(２)出たごみはできるだけ利用す
る、(３)どうしても利用できないごみはきちんと処分するの３つを提示している。 

省エネルギー 
P. ７ 

石油・電力・ガスなどのエネルギーを効率的に使用し、その消費量を節約するこ
と。 

焼却残渣 
P. 74 

廃棄物を焼却して得られた焼却灰。 

シンチレーション式
サーベイメータ 

P. 39 

放射線測定器のひとつで、ガンマ線やエックス線と反応して微弱な光を発する物
質（シンチレーター）を使って、放射線のエネルギーや線量を測定する機器。 

省資源 
P. ７ 

地球上の資源を保護するため、物資やエネルギーの消費を減らすこと。 

新エネルギー 
P. 15 

石炭・石油などの化石燃料や核エネルギーなどに対し、新しいエネルギー源や供
給形態の総称。「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法（新エネルギー法）」
（平成９年）で定める「新エネルギー等」には、太陽光発電、風力発電などの再生
可能エネルギーが含まれる。平成20年の同法改正により、新たに地熱発電、未利用
水力を利用する水力発電が追加された。 

親水性 
P. 62 

河川などの水辺が身近にあり、水に親しむことのできる自然環境。親水性には「水
辺に直接ふれられる」「より身近に親しめる」「良好な視認性」などの意味を含む。 

振動規制法 
P. 52 

工場および事業場における事業活動ならびに建設工事に伴って発生する相当範
囲にわたる振動について必要な規制を行うとともに、道路交通振動に係る要請の措
置を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目
的とした法律。 

新町地域 
P. 21 

日の出、明海、高洲地区の総称。 
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水質汚濁防止法 
P. 18 

事業場からの排出水の規制・生活排水対策の推進・有害物質の地下浸透規制等を
定めることにより、公共用水域および地下水の水質の汚濁を防止し、国民の健康を
保護するとともに、生活環境の保全を図ることを目的とした法律。また、同法にお
いては、閉鎖性水域に対して、汚濁負荷量を全体的に削減しようとする水質総量規
制が導入されている。 

水素イオン濃度指数
（ｐＨ） 
P. 43 

水（溶液）の酸性、アルカリ性の強さを示すもので、ｐＨ７が中性、これより小
さくなるほど酸性が強くなり、大きくなるほどアルカリ性が強くなる。 

生活環境の保全に 
関する環境基準 

P. 43 

環境基本法に基づく基準で、前身の公害対策基本法に基づいて、昭和46年に定め
られた、公共用水域の水質保全行政の目標として達成し維持されることが望ましい
水質汚濁に係る環境基準のひとつ。水質環境基準には、人の健康の保護に関する基
準（健康項目）および生活環境の保全に関する基準（生活環境項目）の２つがある。
健康項目は全国一律の基準であるが、生活環境項目については、河川、湖沼、海域
の各公共用水域について、水道、水産、工業用水、農業用水、水浴などの利用目的
に応じて設けられたいくつかの水域類型ごとに基準値を決定する仕組みを取る。 
生活環境項目は、生活環境を保全するうえで維持することが望ましい基準として
設定された項目をいい、具体的には、ｐＨ、ＢＯＤ、ＣＯＤ、ＳＳ、ＤＯ、ノルマ
ルヘキサン抽出物質、大腸菌群数、全窒素、全りん等について類型ごとの基準値が
設定されている。 

生態系 
P. 64 

ある地域にすむすべての生物とその地域内の大気、水、土などの無機的環境をひ
とまとめにして捉えた系。 

生物化学的酸素 
要求量 

（ＢＯＤ） 
P. 43 

水中の汚物を分解するために微生物が必要とする酸素の量。値が大きいほど水質
汚濁は著しい。 

精密水準点 
P. 56 

地盤沈下の状況を監視するために設置された水準点。毎年、定点の標高を高精度
測量により観測し、前年度からの変動（差）を求めて、地盤沈下の進行を監視して
いる。国土地理院が全国規模で観測しているほか、特定の都道府県で実施している。 

全窒素（Ｔ－Ｎ） 
P. 43 

水中に含まれる窒素化合物の総量をいう。窒素は、りんと共に富栄養化の原因物
質とされている。 

全りん（Ｔ－Ｐ） 
P. 43 

水中に含まれる無機、有機のリン化合物の総量をいう。りんは、窒素と共に富栄
養化の原因物質とされている。 

騒音規制法 
P. 52 

工場および事業場における事業活動ならびに建設工事に伴って発生する相当範
囲にわたる騒音について必要な規制を行うとともに、自動車騒音にかかる許容限度
を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的
とした法律。 

ダイオキシン類 
P. 33 

ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン（ＰＣＤＤ）ポリ塩化ジベンゾフラン（ＰＣ
ＤＦ）およびコプラナ－ポリ塩化ビフェニル（コプラナ－ＰＣＢ）の総称。通常、
環境中に極微量に存在する有害な物質。人の生命および健康に重大な影響を与える
おそれがある物質であることから、平成12年１月「ダイオキシン類対策特別措置法」
が施行され、廃棄物焼却炉などからの排出抑制が行われている。 
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大気汚染防止法 
P. 32 

工場および事業場における事業活動ならびに建築物の解体等に伴うばい煙なら
びに粉じんの排出等を規制し、有害大気汚染物質対策の実施を推進し、ならびに自
動車排出ガスに係る許容限度を定めること等により、国民の健康を保護するととも
に生活環境を保全し、ならびに健康被害が生じた場合における事業者の損害賠償の
責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とした法律。 

滞在者等 
P. ２ 

市内に滞在し、または通過する者。 

炭化水素（ＨＣ） 
P. 34 

炭素と水素を含んだ有機化合物のことをいう。有機溶剤や塗料、プラスチック製
品等の原料として使用され、主に塗装印刷工場・化学工場やガソリンスタンド等か
ら発生し、窒素酸化物とともに光化学オキシダントの原因物質の一つとされてい
る。 

地球環境問題 
P. ４ 

人類の将来にとって大きな脅威となる、地球的規模あるいは地球的視野にたった
環境問題。地球環境問題として、（１）地球温暖化、（２）オゾン層の破壊、（３）
森林（特に熱帯林）の減少、（４）開発途上国の公害、（５）酸性雨、（６）砂漠化、
（７）生物多様性の減少、（８）海洋汚染、（９）有害廃棄物の越境移動の９つの問
題が主に認識され、かつ取り組まれてきている。 

窒素酸化物 
（ＮＯｘ） 
P. 32 

物が燃える際には、空気中の窒素や物に含まれる窒素化合物が酸素と結合して窒
素酸化物（ＮＯｘ）が必ず発生する。発電所や工場のボイラー、および自動車エン
ジンなど高温燃焼の際に一酸化窒素（ＮＯ）が発生し、これはまた酸化されて安定
な二酸化窒素（ＮＯ２）となり大気中に排出される。通常、この一酸化窒素（ＮＯ）
と二酸化窒素（ＮＯ２）とを合わせて窒素酸化物（ＮＯｘ）と呼ぶ。窒素酸化物は
人の健康に悪影響を与えるおそれがある。また、窒素酸化物は紫外線により光化学
反応を起こし、オゾンなど光化学オキシダントを生成する。 

低公害車 
P. 32 

窒素酸化物（NOx）や粒子状物質（PM）等の大気汚染物質の排出が少ない、また
は全く排出しない、燃費性能が優れているなどの環境性能に優れた自動車。 

テトラクロロエチレン 
P. 33 

かつては主にドライクリーニングの溶剤や金属の洗浄などに使われてきた有機
塩素系溶剤だが、今日では代替フロンの原料としての用途が多い物質。 

出前ビーナス 
P. 12 

市民のごみ減量・再資源化に対する意識啓発を目的に、市職員が市民の集まりに
出かけて、ごみ減量・再資源化に関する話をし、普及・啓発を図る事業。 

天然ガスかん水 
P. 56 

天然ガスを溶存している塩分の濃い地下水で、太古の海水が地下深くに閉じ込め
られたもの。ヨウ素の含有量も多く、千葉県一帯の第３紀層中に存在している。 

電波障害 
P. 18 

通信機器や電子機器から放射される電波（もしくは高周波電流）が別の電子機器
の動作に影響を及ぼす現象。 

毒性等量（ＴＥＱ）
P. 33 

ダイオキシン類は、毒性の強さがそれぞれ異なっていることから、ダイオキシン
類の中でも最も毒性が強い2，3，7，8-四塩化ジベンゾパラジオキシンの量に換算
した量。 

都市計画マスター 
プラン 
P. 68 

都市計画法に基づいて、市民の意見を反映させた長期的な都市づくりの考え方を
定めたもの。 
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土砂などの埋め立て 
P. 57 

土砂等（土砂およびこれに混入し、または吸着した物をいう。以下同じ。）によ
る土地の埋立て、盛土その他の土地への土砂等のたい積（製品の製造または加工の
ための原材料のたい積を除く。）を行う行為。 

土壌汚染対策法 
P. 57 

土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置およびその汚染によ
る人の健康被害の防止に関する措置を定めることにより、土壌汚染対策の実施を図
り、国民の健康を保護することを目的とした法律。 

トリクロロエチレン 
P. 33 

機械部品や電子部品などの加工段階で用いた油の除去などに使われてきた有機
塩素系溶剤だが、今日では代替フロンの原料としての用途が多い物質。 

中町地域 
P. 21 

海楽、東野、美浜、入船、富岡、今川、弁天、舞浜２・３丁目地区の総称。 

二酸化硫黄 
（ＳＯ２） 
P. 32 

硫黄と酸素の化合物で、工場や火力発電所で石炭、重油を燃焼する際、その燃料
中に存在する硫黄分が二酸化硫黄となり排出ガス中に含まれ大気汚染の原因とな
る。二酸化硫黄は人の健康に影響を及ぼす他、酸性雨の原因物質である。 

二酸化炭素 
（ＣＯ２） 
P. 84 

地球大気中では微量であるが、温室効果を持ち、地球の平均気温を15℃に保つの
に寄与してきた。大気中濃度は、産業革命以前280ppm程度であったが、産業革命以
降、化石燃料の燃焼、吸収源である森林の減少などによって、年々増加し、今日で
は390ppm程度にまで上昇し、なおも増加しており、地球温暖化の最大の原因物質と
して問題になっている。 

二酸化窒素 
（ＮＯ２） 
P. 32 

物が燃える際に、空気中の窒素や物に含まれる窒素化合物が酸素と結合して生成
する窒素酸化物（NOX）のひとつ。窒素酸化物によって汚染された空気を吸い続け
ると、人の健康に悪影響を与えるおそれがある。濃度によって影響は異なるが、低
い濃度の二酸化窒素を長い間吸った場合は、せきやたんが出やすくなるなど呼吸器
に影響を生じ、高い濃度になると数時間のうちに鼻やのどさらには胸が痛み、呼吸
が困難になることもある。 

猫実一般環境 
大気測定局 
P. 32 

一般環境大気測定局とは、一般環境大気の汚染状況を常時監視する測定局であ
る。本市においては、郷土博物館内に設置している。 

年間１ミリシーベル
ト 
P. 39 

放射性物質汚染対処特措法に基づく汚染状況重点調査地域の指定や、除染実施計
画を策定する地域の要件として、国が示した基準。 
シーベルトとは、放射線を浴びた時の人体への影響を表す単位である。 
＊１シーベルト＝1,000ミリシーベルト＝100万マイクロシーベルト。 

ｐｇ（単位） 
P. 33 

重さを量る単位、１兆分の１グラム。 

ｐｇ-ＴＥＱ/ｍ３

（単位） 
P. 33 

ダイオキシン類の濃度を表す単位として用いられる。pg（ピコグラム）は、一兆
分の１gのことで、微量物質の重さの単位のひとつである。また、ダイオキシン類
には多くの種類の物質があり、毒性もそれぞれ異なるため、毒性の最も強い2，3，
6，7-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性に換算して表し、これを「毒性等価
物量（TEQ）」という。 
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ヒートアイランド 
現象 
P. 91 

都市部において、人工物の増加、地表面のコンクリートやアスファルトによる被
覆の増加、それに伴う自然的な土地の被覆の減少、さらに冷暖房などの人工排熱の
増加により、地表面の熱収支バランスが変化し、都心域の気温が郊外に比べて高く
なる現象。この現象は、都市およびその周辺の地上気温分布において、等温線が都
市部を中心として島状に市街地を取り巻いている状態により把握することができ
るため、ヒートアイランド（熱の島）といわれている。 

ビーナス計画 
P. 12 

ごみ減量・再資源化に全市を挙げて取り組むために平成３年にスタートしたごみ
減量・再資源化キャンペーン。 

ｐｐｍ（単位） 
P. 33 

100万分の１を表す単位で、濃度や含有率を示す容量比、重量比のこと。１ppm
とは、大気汚染物質の濃度表示では大気１ （立方メートル）の中にその物質が１
cm３（立方センチメートル）含まれていること、また、水質汚濁物質の濃度表示で
は水１kgの中にその物質が１mg含まれていること。 

光害（ひかりがい）
P. 61 

照明に関して、安全性および効率性の確保ならびに景観および周辺環境への配慮
等が十分になされていない状況、またはそれによる悪影響。 

ビル風害 
P. 51 

高層建造物の周辺に局部的に発生するビル風によって生じる被害。高層建造物が
建設されると、ビルの両横で強風となり、風下のビルの後側では風が弱くなり、ま
た、風の変動が大きくなって乱流が発生する。 

浮遊物質量（ＳＳ）
P. 43 

水中に浮遊または懸濁している直径２mm以下の粒子状物質のことで、沈降性の少
ない粘土鉱物による微粒子、動植物プランクトンやその死骸、分解物、付着する微
生物、下水、工場排水などに由来する有機物や金属の沈殿物が含まれる。 

浮遊粒子状物質 
（ＳＰＭ） 
P. 32 

大気中に浮遊する粒子状の物質【浮遊粉じん、エアロゾル（固体または液体の微
粒子が、気体中に比較的安定して浮遊し存在している状態）など】のうち粒径が10
μm（マイクロメートル）（μm=1000分の１mm）以下のものをいう。 

文化振興ビジョン 
P. 70 

今後の浦安市の文化振興を図るための基本となる指針。地域の人々の生き方、暮
らしの中から生まれ、人々の暮らしの中に息づく身近な文化を見つめ直し、生活や
まちに密着した文化を大切にすることを文化振興ビジョンの基本的な方向とする。 

閉鎖性海域 
P. 42 

外海との海水の交換が少ない海域のことをいい、日本においては瀬戸内海､伊勢
湾および東京湾等が該当する。閉鎖性海域では、海水の交換が少ないため、汚濁物
質が滞留しやすく、富栄養化が進みやすいなどの特徴がある。 

ベンゼン 
P. 32 

かつては工業用の有機溶剤として用いられたが、現在は他の溶剤に替わられてい
る。自動車用のガソリンに含まれ、自動車排出ガスからも検出される。水に溶けに
くく、各種溶剤と混合しよく溶ける。 

放射性物質 
P. 39 

放射線を放出する物質、または放射性核種を含む物質を一般的に放射性物質とい
う。 

放射線 
P. 39 

電磁波や運動している粒子で、物質の密度の大小によっても異なるが、同物質を
通過する能力をもったもの。 

本州製紙江戸川工場
悪水放流事件 
P. 18 

昭和33年に本州製紙江戸川工場の悪水放流により被害を受けた浦安の漁民が、同
工場に乱入して起きた大乱闘事件。これを契機として、国は「公共用水域の水質の
保全に関する法律」と「工場排水等の規制に関する法律」を制定した。 
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毎時0.23マイクロシ
ーベルト 
P. 29 

年間１ミリシーベルトを時間に換算した数値。 

μSv/ｈ（単位） 
P. 39 

マイクロシーベルト／毎時のこと。 

水と緑の 
ネットワーク 
P. 62 

公園、緑地の整備を図ると同時に、公園を結ぶ沿道の緑化や緑地、海岸、河川等
の空間を保全し、うるおいのある緑豊かな環境の創出を図ること。 

緑の基本計画 
P. 66 

「都市緑地法」に基づき、市が中長期的な観点に立って市民とともに策定する、
都市の緑地の保全および緑化の推進に関する基本計画。 

美浜自動車排出ガス
測定局 
P. 32 

自動車排出ガス測定局とは、自動車走行による排出物質に起因する大気汚染の考
えられる交差点、道路および道路端付近の大気を対象にした汚染状況を常時監視す
る測定局である。本市においては、県が美浜東第三児童公園内に設置している。 

ｍｇ/ （単位） 
P. 35 

水１ の中にその物質が１mg含まれていること。ppmとほぼ同じ値を示す。 

元町地域 
P. 21 

当代島、北栄、猫実、堀江、富士見地区の総称。 

要請限度 
P. 52 

環境省令で定められた道路交通騒音・振動の限度とされる値。この値を超えた場
合は、道路管理者等に対して改善措置を要請することができる。 

溶存酸素量（ＤＯ） 
P. 43 

水に溶解している酸素の量。水生生物の生息に必要であり、数値が大きいほど良
好な環境であるといえる。 

リサイクル 
P. 12 

廃棄物等を再利用すること。原材料として再利用するマテリアルリサイクル（再
生利用）、焼却して熱エネルギーを回収するサーマルリサイクル（熱回収）がある。 

 
＊より詳しく知りたい方は、「一般財団法人ＥＩＣネット（http://www.eic.or.jp）」などをご参照ください。
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